
この「埼玉パパナビ」は、新米パパの男性職員の皆さんを対象として、男
性職員が活用できる仕事と育児の両立支援制度についてわかりやすく解
説した手引き書です。

この手引きをこれからの育児生活の参考に御活用ください。

仕事と育児の両立を支援する制度には次のようなものがあります。

埼玉県教育局県立学校部県立学校人事課

令和７年４月１日から、超過勤務の免除（行政職員）の対象となる子の範囲
が「小学校就学の始期に達するまでの子」に拡大されました。

◎ 妻の就業等の状況にかかわらず、育児休業等を取得できます。
妻が専業主婦である場合や育児休業を取得中の場合でも、夫は育児
休業を取得できます。育児短時間勤務や部分休業についても同様です。

◎ 妻の出産後５７日までの間に夫が育児休業を取得した場合に、特別の
事情がなくても、再び育児休業を取得できます。
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（概要） 子を養育するため、一定期間休業することを認める制度

（期間） 子が3歳に達するまで

（概要） 子を養育するため、週38時間45分より短い勤務時間で勤務することを認める制度

（期間）
子が小学校就学の始期に達するまで勤務時間は週19時間25分、19時間35分、23
時間15分、24時間35分の中から職員が選択

（概要） 子を養育するために、1日の勤務時間の一部を勤務しないことを認める制度

（期間） 子が小学校就学の始期に達するまで、1日2時間以内(30分単位）

（概要） 妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う男性職員に与えられる休暇

（期間） 妻の出産に係る入院等の日から出産の日後２週間を経過する日まで、3日

（概要）
妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまで
の子を養育する男性職員に与えられる休暇

（期間）
出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合は14週間）前から出産の日以後1年を経過
する日までの期間、5日

（概要）
生後1年6月未満の子を養育する職員が授乳や託児所等への送迎を行う場合に与
えられる休暇

（期間） 子が1歳6月（最大で2歳）に達するまで、1日2回合計90分以内

（概要）
義務教育終了前までの子を養育する職員が子の看護を行う場合、学校行事等に
出席する場合などに与えられる休暇

（期間） 年7日（対象となる子が2人以上の場合は年10日）

フレックスタイム制 〇 〇 （概要）
校務の正常な運営を妨げないと認められる場合であることを前提に、職員の申告
を考慮し、通常の勤務時間以外の時間に変更することができる制度

（概要）
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は配偶者・父母・子等を介
護する職員の深夜の勤務（超過勤務、宿日直勤務を含む。）を制限する制度

（期間） 子が小学校就学の始期に達するまで又は介護を必要とする間

（概要）
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は配偶者・父母・子等を介
護する職員の超過勤務を月24時間以内かつ年150時間以内に制限する制度

（期間） 子が小学校就学の始期に達するまで又は介護を必要とする間

（概要） 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員の超過勤務を免除する制度

（期間） 子が小学校就学の始期に達するまで

（概要） 女性職員が出産する場合に与えられる休暇

（期間）
産前6週間（多胎妊娠の場合には14週間）前から産後8週間まで（任命権者が認め
た場合、さらに2週間を加算した期間）

（概要） 妊産婦である女性職員が健康診査及び保健指導の受診のために与えられる休暇

（期間） 妊産婦である期間

（概要）
妊娠中の女性職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく
困難な場合に与えられる休暇

（期間） 妊娠中の期間（14日以内）

（概要）
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の
健康保持に影響があると認められるときに、正規の勤務時間の始め又は終わりで
勤務しないことを認める制度

（期間） 妊娠中の期間、１日を通じて１時間を超えない範囲

（概要）
妊産婦である女性職員の深夜勤務及び正規の勤務時間以外の勤務を制限する制
度

（期間） 妊産婦である期間

（概要）
妊産婦である女性職員の業務の軽減又は他の簡易な業務に就かせることを認め
る制度

（期間） 妊産婦である期間

（概要）
妊娠中の女性職員が母体又は健康保持のため、適宜休息し、又は補食するため
に必要な時間、勤務しないことを認める制度

（期間） 妊娠中の期間

（概要）
妊娠教職員の業務を担当させるため、非常勤講師などの会計年度任用職員を配
置することができる制度

（期間）
産前休暇（連続する妊娠障害休暇、産前加算休暇）開始日の前日までの妊娠中の
期間
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妻の就業等の状況にかかわらず、育児休業等を取得できます。

妻が専業主婦である場合や育児休業を取得中の場合でも、夫は

育児休業を取得できます。育児短時間勤務や部分休業についても

同様です。

妻の出産後５７日までの間に夫が育児休業（産後パパ育休）を取

得した場合は、産後パパ育休と別に、育児休業を取得できます。

【育児短時間勤務・部分休業の取得例】

仕事に円滑に復帰するため、徐々に勤務時間を増やすことも可能です。

そんな時には・・・

育児短時間勤務や部分休業を取得しましょう！
・職務から完全に離れることなく育児を行うことができます。

そんな時には・・・

男性職員の育児参加のための休暇を取得しましょう！
・有給の休暇です。

・職員以外の養育者がいる場合でも取得することができます。

新米パパのための仕事と育児の両立支援策

出産
育児
3日

育児
1日

育児
1日

部分休業 部分休業勤務

育児 育児育児短時間勤務
第1子の育児

1日
出産

第2子の育児
1日2時間

第2子の育児
2日5時間45分

1時間 1時間

フルタイム勤務より短い時間を選んで勤務することも可能です。

合計5日間取得

合計5日間取得

出産に付き添っ
てくれたら心強
いわ

出産に立ち
会いたい
なぁ

仕事も育児も
バランス良くこ
なしたいなぁ

パパの協力の
おかげで仕事を
続けられるわ

ママが大変な
時期だからもっ
と育児に協力
できないかなぁ

産前に上の子の面倒を
見てもらいたいし、産後
も子どもの世話を手
伝って欲しいわ

子育てって楽しい！

子どもの日々の成長を
もっと間近で見ていたい
なぁ

1日の勤務時間のうち、勤務時間の始めや終わりに部分休業を取得できます。

そんな時には・・・

出産補助休暇を取得しましょう！
・有給の休暇です。

・入院中の世話や出生の届出のためにも使えます。

ケース１

こんなに大
きくなった
よ！

パパと

一緒に遊び
たいなぁ

パパー
パパー

ケース３

ケース２ ケース４

＜産後２週間まで＞

＜３歳になるまで＞

＜産後８週間まで＞

出産の付添い
1日

退院の付添い
１日

出生届の手続
1日

合計3日間取得

徐々に復帰

育児休業 育児短時間勤務 or 部分休業

8:30 17:00

4時間55分

【男性職員の育児参加のための休暇の取得例① 第１子誕生時の場合】 

妻の出産の日以後１年間の間で、５日分、分割しても使えます。 

【男性職員の育児参加のための休暇の取得例② 第２子誕生時の場合】 

第１子が小学校就学前の場合、第２子の出産予定日の６週間前から使うことができます。 

【出産補助休暇の取得例】
妻の入院、出産から2週間の間で、3日分、分割しても使えます。

そんな時には・・・

育児休業を取得しましょう！

・休業中は無給ですが、子が１歳になるまでは共済組合から給与の

50%相当の育児休業手当金が支給されます。

・共済掛金が免除されます。

※入所を申し込んでいた保育園に入所できなかった等の総務省令に
定める場合には、2歳まで支給されます。

上記で紹介した制度以外にも支援制度はまだまだあります。
詳しい内容については、各学校の管理職までお問い合わせください。

【フレックスタイム制】
例えば、子を保育園に送ってから出勤する場合に、通常の勤務時間以外の時間に
変更することができます。

8:30（定時） 17:00（定時）

9:00 17:30
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子の出生時における男性職員の育児休業（産後パパ育休）

と休暇の組合せ取得例 

職員Ａ（３５歳・教諭 給料月額：約３４万円 妻・子１人）の場合 

プランＡ『パパのための休暇完全取得コース』（有給の休暇のみ活用） 

★出産補助休暇（３日）＋年次休暇（２日）＋週休日（土日を２日）＋男性職員の育児参加の

ための休暇（５日）＋週休日（土日を２日）の休暇のみ２週間コース！ 
 

Ｑ：プランＡを取得した場合、給与面はどうなりますか？ 

Ａ：プランＡは、特別休暇と年次休暇の取得だけなので給与面で影響ありません。 

Ｑ：プランＡはどんなタイプの人に向いていますか？ 

Ａ：例えば、お子さんが生まれた後にまず休暇を取りたい方におススメです。育児休業に入る前の

基本形とも言えます。このプランは、生まれた直後に取得するのがポイントです。 

プランＢ『育休お試し１か月コース』（産後パパ育休も活用） 

★プランＡ（２週間）＋育児休業（２週間）の１か月コース！ 
 

Ｑ：プランＢを取得した場合、給与面ではどうなりますか？ 

Ａ：プランＢを取得した場合、３５歳（教諭）のモデルケース（妻・子１人）ですと、 

取得前：約４１万円（諸手当含む。）→取得後：約３４万円（育児休業手当金を含む。） 

なお、金額は、取得月や休業期間に応じて変動するので、おおよその目安と考えてください。 

Ｑ：プランＢはどんなタイプの人に向いていますか？ 

Ａ：例えば、育児休業に興味はあるけれど、実際に取得したことがない方におススメです。妻の産

後期間中に合わせて取得して、夫婦で子育てを楽しんでみてはいかがですか？ 

プランＣ『イクメン２か月チャレンジコース』（産後パパ育休も活用） 

★プランＡ（２週間）＋育児休業（１か月２週間）の２か月コース！ 
 

Ｑ：プランＣを取得した場合、給与面ではどうなりますか？ 

Ａ：プランＣを取得した場合、３５歳（教諭）のモデルケース（妻・子１人）ですと、 

取得前：２か月で約８２万円（諸手当含む。）→取得後：約６２万円（育児休業手当金を含む。） 

なお、金額は、取得月や休業期間に応じて変動するので、おおよその目安と考えてください。 

Ｑ：プランＣはどんなタイプの人に向いていますか？ 

Ａ：例えば、仕事は忙しいけれど、少しでも出産後の育児に携わりたい方におススメです。子ども

の日々の成長をより身近に感じながら、かけがえのない時間を過ごしてみてはいかがですか？ 

「産後パパ育休」とは？ 
 妻の出産日以後５７日間（産後休暇中）の間に取得する育児休業のことです。産後８週間の期間

は、女性が出産後の母体の回復と乳児の世話で、肉体的にも精神的にも負担が大きいことから、配

偶者がそれを分かち合うことが重要です。国でも、この期間の育児休業を「産後パパ育休」の通称

で呼び、取得促進を呼び掛けています。 



 

子育て応援総合サイト 

是非御覧ください！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ワーク・ライフ・バランスや子育て支援に関する各種サイトとリンクされています。 

 イクメン関連のサイトともリンクされています。 
 
 

      

 県立学校の教職員のために、子育て支援に関するさ

まざまな情報を提供しています。妊娠、出産、子育ての

それぞれの場面における休暇や母性保護に係る制度等

の情報や各種給付の制度等の情報を掲載しています。 

 もちろん、女性教職員に係る情報だけでなく、男性教

職員の子育て支援に関する情報もあります。 

 

 総務事務システムでの各種手続方

法など、子育て応援ハンドブック以上

に詳しい情報が掲載されています。 

 例えば、男性教職員の育児休業体

験記は、子育てに関することだけでな

く、日頃の働き方を見直す上で、とて

も参考になるものです。 

「子育て応援総合サイト」って 

何ですか？ 

子育て応援ハンドブックと 

同じでしょ？ 

教職員用ポータルサイトの 

トップページから入ります。
［http://ts.spec.ed.jp/］ 

 

http://#

